
資料2－2）段階判断表と基本対応方針表

１ 段階判断表(仮)

レベルI レベルII レベルIII レベルIV

市街地ゾーン  捕獲
 防除対策
 追払い
 誘引物除去

 捕獲
 (追払い)

 捕獲  捕獲

市街地周辺
ゾーン

 誘引物除去
 電気柵等防除
 (追払い・見回り)
 (捕獲)

 誘引物除去
 電気柵等防除
 追払い・見回り
 行動改善が見られ
ない場合捕獲

 捕獲  捕獲

都市近郊林
ゾーン(仮)

 (誘引物除去)
 (電気柵等防除)
 (追払い・見回り)
 (捕獲)

 (誘引物除去)
 (電気柵等防除)
 (追払い・見回り)
 (行動改善が見ら
れない場合捕獲)

 捕獲
 (追払い)

 捕獲

森林ゾーン  (調査)  (調査)
 (追払い・見回り)
 (誘引物除去)
 (捕獲)

 (調査)
 (追払い・見回り)
 (誘引物除去)
 (捕獲)

 捕獲

レベルI レベルII レベルIII レベルIV

市街地ゾーン  情報発信
 注意喚起
 (登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)

 情報発信
 注意喚起(戸別)
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 (電気柵緊急設置)

 情報発信
 注意喚起(戸別)
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 (電気柵緊急設置)

 情報提供
 注意喚起(戸別)
 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化
 不要不急の外出自
粛要請

 (電気柵緊急設置)

市街地周辺
ゾーン

 情報発信
 注意喚起
 (登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)
 電気柵周知

 情報発信
 注意喚起(戸別)
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 電気柵周知

 情報発信
 注意喚起(戸別)
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 電気柵周知
 (電気柵緊急設置)

 情報提供
 注意喚起(戸別)
 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化
 不要不急の外出自
粛要請

 (電気柵緊急設置)

都市近郊林
ゾーン(仮)

 情報発信
 注意喚起
 (登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ)

 情報発信
 注意喚起
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 (電気柵周知)

 情報発信
 注意喚起
 登下校ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
 (電気柵周知)
 (電気柵緊急設置)

 情報提供
 注意喚起(戸別)
 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化
 (電気柵緊急設置)

森林ゾーン  情報発信  情報発信
 (登山道等の閉鎖)

 情報発信
 (登山道等の閉鎖)

 情報発信
 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ強化
 登山道等の閉鎖

《表２》地域・住民への対応

レベル 状況 分類 行動内容 道との整合

I 注意 人に対する反応
 人を見ると逃げる
 痕跡のみで目撃されない
 出没時間が主に夜間

段階０相当

II 警戒
①

人に対する反応
 人を見てもゆっくり逃げる
 昼間に目撃される
 たびたび目撃される

段階１相当

食べ物等への反応
 単発的にごみ・食料を漁る
 単発的に農作物を食べる

段階２相当

その他  パターンII相当と判断される行動

III 警戒
②

人に対する反応
 人を認識しても逃げない
 追い払っても逃げない
 頻繁に目撃される

段階１相当

食べ物等への反応
 人目を気にせずごみ、食料を漁る
 農作物を何度も食害する
 電気柵を倒して農作物を食べる

段階２相当

その他  パターンIII相当と判断される行動

IV 緊急
人に対する反応

 人間を攻撃した
 積極的に近づいてくる
 建物内に侵入する

段階３相当

その他  パターンIV相当と判断される行動

2022.9.1 第4回さっぽろヒグマ基本計画改定検討委員会

段階 人間に対するヒグマの行動姿勢

0 ヒグマが人間を恐れて避けている状態

1 ヒグマが人間を恐れず避けていない状態

2 ヒグマが地域社会に経済被害をもたらし、被害の拡大が懸念される状態

3 ヒグマが人間に積極的につきまとう、又は人間を攻撃する状態

 行動がエスカレートするにつれ、段階が進むとは必ずしも言えない

 そうなると、段階を引き上げる判断が容易ではない

 札幌市の場合、市街地や住宅地への出没が多く、適切な段階判断が必要

有害性の判断基準の見直し

２ (仮称)基本対応方針表【現行の基本行動マニュアル】

《表１》ヒグマへの対応


